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表紙

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交
付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主
の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律
でお送りいたします。

第113回定時株主総会資料

　　　　　　　　●　事業報告
　　　　　　　　　「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

　　　　　　　　●　連結計算書類
　　　　　　　　　「連結株主資本等変動計算書」
　　　　　　　　　「連結注記表」

　　　　　　　　●　計算書類
　　　　　　　　　「株主資本等変動計算書」
　　　　　　　　　「個別注記表」

第113期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

カメイ株式会社
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

事　 業　 報　 告

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した
事項は次のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
ａ．取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役
会規程及びその他の社内諸規程等に従い、重要事項を決定するととも
に、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。

ｂ．取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役
会決議及び社内諸規程等に従い、担当職務を執行する。

ｃ．取締役及び使用人は、法令、定款及び社内諸規程等を遵守するととも
に、企業倫理体系（活動理念、社是、企業倫理憲章、行動基準及びコ
ーポレート・スローガン）の趣旨、精神を尊重して行動する。

ｄ．監査役は、監査役会規程に則り、取締役及び執行役員の職務執行の適
正性を監査する。

ｅ．監査室は、内部監査規程に基づき、業務全般に関し、法令、定款及び
社内諸規程等の遵守状況を監査し、妥当性を検証する。

ｆ．財務報告に係る内部統制体制を整備し、財務報告の信頼性及び適正性
を確保する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会規程、稟議規程及び文書管理規程等に基づき、関係書類を適切
に保存及び管理する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　損失の危険の管理体制構築のため、危機管理及びリスク管理に関する規
程を整備するとともに、これを統括管理する危機管理委員会を設置する。
　このほか、社内諸規程等を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理
し、必要に応じて外部の専門家などの意見を得る。

－ 1 －



2026/05/27 11:45:56 / 25298639_カメイ株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役会は、毎月１回定例取締役会を開催し、経営方針をはじめ、定
款、取締役会規程に基づく付議事項、経営に関する重要事項及び法令
で定められた事項等を審議・決定する。

ｂ．執行役員制度を導入し、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能を
分離し、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図る。

ｃ．取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌・職務権限規
程、その他の社内諸規程等を整備し、業務執行に関する職務権限や責
任の明確化を図る。

⑤　当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体
制

　当社の関係会社管理規程に基づき、関係会社を管理・指導する組織を
設置し、経営等に関する資料の提出を求めるとともに、関係会社業績等
報告会を定期的に開催する。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　子会社の損失の危険の管理体制を構築するため、危機管理及びリスク
管理に関する社内諸規程等を整備し、グループ全体のリスクを管理す
る。

ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制

　子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に
業務報告を受け、重要事項は事前に協議することなどにより、子会社の
取締役等の職務執行の効率を確保する。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

　当社の役員等がグループ各社の役員等に就任するほか、当社の監査役
及び内部監査部門による監査、並びに内部統制部門による財務報告に係
る内部統制の整備・運用の状況の評価などにより、業務の適正性を検証
する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項
　監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合に
は、内部監査部門の構成員の中から監査役の職務を補助する使用人を選任
する。

⑦　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　当該使用人は監査役より監査業務に必要な事項の調査を命ぜられた場合
には、その命令に関して取締役及びその他の使用人の指示命令は受けない
ものとする。

⑧　第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指示命令下に置くものと
し、当該使用人の評価・人事異動等については、監査役会と事前に協議を
行い、同意を得たうえで決定する。

⑨　監査役への報告に関する体制
イ．取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制
　取締役等及び使用人は、取締役会及び社内の重要な会議において、適
宜、職務執行状況を監査役に報告する。また、法令、定款に違反する行
為並びに財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある情報は、速や
かにかつ適切に監査役に報告する。

ロ．子会社の取締役・監査役等及び使用人等から報告を受けた者が当社の
監査役に報告するための体制

　子会社の監査等を通じて、子会社の取締役・監査役等及び使用人等か
ら報告を受けた者は、適時かつ適切に当社の監査役に報告する。また、
当社の監査役から業務執行に関する事項等について報告を求められたと
きは、速やかにかつ適切に報告する。

⑩　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制
　内部通報運用規程に基づき、監査役に報告したことを理由として、報告
者に対する不利益な取扱いを禁止する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

⑪　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他
の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事
項
　監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたとき
は、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合
を除き、速やかに当該費用等を処理する。

⑫　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告等を通じて、内部
監査部門と連携を確保する。監査役がその役割・責務を果たすうえで必要
と考える場合には、外部の弁護士等の専門家の助言を得ることができる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりであります。
①　コンプライアンス及びリスク管理
　当社は、法令、定款及び社内諸規程等の遵守及び企業倫理体系（活動理
念、社是、企業倫理憲章、行動基準及びコーポレート・スローガン）の趣
旨、精神の尊重を徹底することなどにより、コンプライアンス意識の向上
に努めております。
　また、財務報告に係る内部統制体制を構築し、内部統制報告会の定期的
な開催等により、財務報告の信頼性及び適正性を確保しております。
　さらに、監査室は内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内諸規程等
の遵守状況を監査し、妥当性を検証しております。
　リスク管理につきましては、危機管理規程及びリスク管理規程等に基づ
き、リスク管理体制を構築するとともに、内部通報運用規程に基づき、内
部通報窓口を設置し、適切に運用しております。

②　職務執行の適正及び効率性
　当社は、取締役会を毎月１回開催し、法令、定款、取締役会規程等に基
づき、経営に関する重要事項について社外取締役の意見等も踏まえ審議・
決定するとともに、取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しておりま
す。
　また、職務執行の効率性につきましては、業務分掌・職務権限規程等に
定められた権限や責任に基づき、効率的に職務を執行しております。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

③　企業集団における業務の適正の確保
　当社は、関係会社管理規程に基づき、総合企画室が適宜、子会社から経
営等に関する資料の提出を求めるとともに、四半期毎に関係会社業績等報
告会を開催し、子会社の指導・監督を行い、経営の効率化を図っておりま
す。
　また、当社役員等が子会社の役員に就任するほか、当社の監査役及び監
査室が子会社の監査を実施することなどにより、業務の適正を確保してお
ります。

④　監査役監査の実効性の確保
　監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従い、取締役会
その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況の説
明等を求めるとともに、業務、財産の調査等を通じて取締役の職務遂行の
監査を行っております。
　また、監査役は、監査室へのインタビューや内部監査の報告を通じて、
監査室と連携することにより、監査の実効性の向上を図っております。

－ 5 －



2026/05/27 11:45:56 / 25298639_カメイ株式会社_招集通知

連結株主資本等変動計算書

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 8,132 7,361 127,666 △3,320 139,839
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △2,906 △2,906
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 11,900 11,900

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 3,397 3,397

土地再評価差額金の取崩 10 10

連 結 範 囲 の 変 動 568 568

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) －

連結会計年度中の変動額合計 － 3,397 9,572 △0 12,969
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 8,132 10,759 137,238 △3,321 152,809

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持　　分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ
損　　　益

土地再評価
差　額　金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 6,038 △0 304 12,077 △138 18,280 8,344 166,463
連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － △2,906
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － 11,900

自 己 株 式 の 取 得 － △0

非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動 － 3,397

土地再評価差額金の取崩 △10 △10 －

連 結 範 囲 の 変 動 － 568

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 2,085 △0 290 91 2,466 △3,540 △1,074

連結会計年度中の変動額合計 2,085 △0 △10 290 91 2,455 △3,540 11,884
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 8,123 △0 293 12,367 △47 20,736 4,803 178,348

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

・持分法適用の非連結子会社
の数 ２社

連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況
・連結子会社の数 55社
・主要な連結子会社の名称 カメイ物流サービス株式会社

仙台トヨペット株式会社
山形トヨペット株式会社
三興メイビス株式会社
株式会社オーシマ小野商事
Mitsuwa Corporation

（連結の範囲の変更）
　前連結会計年度まで非連結子会社であったCentral Boeki U.S.A., Ltd.、
Central Boeki Calif., Ltd.及びKatagiri & Co., Inc.の3社は、重要性が増したた
め、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
　当連結会計年度より、当社が末広ガス株式会社の株式を2025年8月に取得し
たことにより、連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称 株式会社パシフィック
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、
いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・主要な会社等の名称 株式会社パシフィック
・持分法適用の関連会社の数 ２社
・主要な会社等の名称 株式会社宮城テレビ放送
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(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な会社等の名称 株式会社ジェームス仙台
・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の対象から除いても連
結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないため、持分法の適用
範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、Mitsuwa Corporation他22社を除いて連結決
算日と一致しております。なお、当該会社他22社の決算日は12月31日であり、連
結決算日との差異が３カ月以内のため、連結決算日との間に生じた重要な取引の調
整を除きそのまま連結しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として
移動平均法により算定しております）

・市場価格のない株式
主として移動平均法による原価法

②　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法又は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）

主として、定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得
した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15年～50年
機械装置及び運搬具  3 年～15年
その他  5 年～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用分） 5 年
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顧客関連資産  　5 年～11年
③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④　使用権資産
リース期間に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準に基づき
計上しております。

③　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

④　特別修繕引当金
船舶の特別修繕に要する費用の支出に備えるため、将来の見積修繕額に基づ
いて計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
①　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお

ける主な履行義務の内容及び履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する
通常の時点）は以下のとおりであります。
イ．一時点での収益の認識（全事業）

当社及び連結子会社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、自動車
関係、住宅設備機器関係、処方箋関係等の多岐にわたる商品の販売を行っ
ており、顧客へ商品を引渡した時点で収益を認識しております。

ロ．一定期間にわたる収益の認識（エネルギー事業、建設関連事業）
・エネルギー事業（ガスの販売）

エネルギー事業においては、顧客に対しＬＰガス等の販売を行ってお
り、顧客のガスの使用量に基づき収益を認識しております。

・建設関連事業（工事契約）
建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供
しており、工事の進捗度に基づき収益を認識しております。

②　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　ヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法
当社及び一部の連結子会社においては、繰延ヘッジによっております。な
お、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を
行っております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについ
ては、特例処理を行っております。
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・ヘッジ手段とヘッジ対象
ａ．ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
ｂ．ヘッジ手段：商品スワップ

ヘッジ対象：石油製品等の購入及び販売取引
ｃ．ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ方針

当社及び一部の連結子会社は、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管
理規程」に基づき、通常の営業過程で生じる輸入取引に係る為替変動リスク
や石油製品等の価格変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキ
ャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、その変動額等を基礎と
して、ヘッジ有効性を評価しております。
なお、ヘッジの有効性が高い為替予約取引及び特例処理によっている金利ス
ワップについては、有効性の判定を省略しております。

②　のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、発生した都度判断し、適切な償却期間（５年～
20年）で定額法により償却を行っております。ただし、金額に重要性が乏
しい場合には、発生時にその全額を償却しております。

③　退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末
における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計
上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当
連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
過去勤務費用については、一部の連結子会社では発生した年度に一括費用処
理し、一部の連結子会社ではその発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法（一部の連結子会
社は定率法）により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整
の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累
計額に計上しております。
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報告セグメント
エネルギー

事業 食料事業 建設関連事業 自動車関連
事業

海外・貿易
事業

売上高

一時点で移転される財 264,038 39,078 31,367 77,032 91,164

一定の期間にわたり移
転される財 15,382 － 16,983 － －

顧客との契約から生じ
る収益 279,421 39,078 48,350 77,032 91,164

その他の収益（注）２ 187 63 25 3,226 －

外部顧客への売上高 279,608 39,141 48,376 80,258 91,164

報告セグメント
その他

（注）１ 合計ペット関連
事業

ファーマシー
事業 計

売上高

一時点で移転される財 14,475 20,360 537,516 7,217 544,734

一定の期間にわたり移
転される財 － － 32,366 － 32,366

顧客との契約から生じ
る収益 14,475 20,360 569,882 7,217 577,100

その他の収益（注）２ － 35 3,537 2,441 5,978

外部顧客への売上高 14,475 20,395 573,420 9,658 583,078

Ⅱ．収益認識に関する注記
１．収益の分解情報

（単位：百万円）

（注）１. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情
報機器の販売、運送業、不動産賃貸業等を含んでおります。

２. 「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益等でありま
す。
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２．収益を理解するための基礎となる情報
(1) 一時点での収益の認識（全事業）

　当社及び連結子会社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、自動車関
係、住宅設備機器関係、処方箋関係等の多岐にわたる商品の販売を行っておりま
す。
　商品の販売からの収益は、商品の引渡し時点において当該商品に対する支配が
顧客に移転し、当社及び連結子会社の履行義務が充足されると判断しており、当
該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
　これらの商品の販売による収益は、顧客との契約において約束された対価か
ら、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。加え
て当社及び連結子会社の顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払わ
れる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いである場合を除き、
顧客との契約において約束された対価からその対価を控除した金額で測定してお
ります。
　自動車関連事業以外の取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以
内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
　自動車関連事業においては割賦販売を行っており、当該債権の回収は商品の引
渡し後概ね５年の割賦払い期間にわたり、顧客と約束した対価の額と当該商品の
現金販売価格との差額に重要性があることから、重要な金融要素が含まれている
と判断しております。このため、商品の引渡し時点では販売価格から重要な金融
要素を除いた額で収益を認識し、重要な金融要素部分については決済期日までの
期間にわたり各期の純損益に配分しております。
　なお、主に食料事業の直送取引に関しては、出荷・配送の一連の作業は他の当
事者により行われており、当社及び連結子会社は、在庫リスク及び価格裁量権を
有していないことから、当該他の当事者により商品が提供されるように手配する
ことが当社及び連結子会社の履行義務であり、代理人として取引を行っていると
判断し、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益
を認識しております。

(2) 一定期間にわたる収益の認識（エネルギー事業、建設関連事業）
①　エネルギー事業（ガスの販売）

　エネルギー事業においては、顧客に対しＬＰガス等の販売を行っておりま
す。
　ガスの販売は、顧客との契約に基づき使用量に応じて顧客へ請求が行われる
ため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、顧客のガスの使
用量に基づき収益を認識しております。
　また、ガスの使用量は、毎月の検針によって測定されますが、決算月に実施
した検針日から決算日までに生じた収益については、決算月の日数に対する未
検針日数の割合に基づく日数按分により見積り計上しております。
　当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値
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当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 72,415

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 67,129

契約資産（期首残高） 3,620

契約資産（期末残高） 3,156

契約負債（期首残高） 7,666

契約負債（期末残高） 6,629

引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務を充足してから主として３カ月以内に受領してお
り、重要な金融要素は含まれておりません。

②　建設関連事業（工事契約）
　建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供して
おります。
　建設工事やリフォーム工事は、一定期間にわたり充足される履行義務である
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
認識しております。
　当該サービスの提供は、顧客との契約に基づく作業の実施又は工事費用の支
払いによりサービスが移転するため、発生した原価を基礎としてインプットに
基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断
しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、
見積り総額に占める割合に基づいて行っております。
　当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値
引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、
重要な金融要素は含まれておりません。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

　契約資産は、ガスの販売及び工事契約について期末日時点で履行義務を充足し
ているものの未請求の対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであ
ります。契約資産は対価に対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時
点で顧客との契約から生じた債権に振替えられます。当該対価は、支払条件に従
い請求し、ガスの販売については主として３カ月以内、工事契約については主と
して１年以内に受領しております。
　契約負債は、当社及び連結子会社が工事契約及び保守契約等に基づき、役務の
提供に先立って顧客から受領した前受金に関するものであり、収益の認識に伴い
取り崩されます。契約負債は、連結貸借対照表上、流動負債の「前受金」に含ま
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残存履行義務に配分した取引価格 当連結会計年度（百万円）

1年内 12,957

1年超～2年以内 2,609

3年超 782

れております。当期に収益認識した金額のうち、期首の契約負債に含まれていた
金額は6,202百万円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社における残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の
認識が見込まれる期間は、以下の通りであります。

Ⅲ．重要な会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　有形固定資産（106,227百万円）及び無形固定資産（4,870百万円）には、
2021年８月にEastern Green Marketing Pte. Ltd.及びAlamanda Singapore 
Pte. Ltd.を取得したことに伴う有形固定資産（866百万円）及び顧客関連資産（－
百万円）が含まれております。

２．会計上の見積りの内容について理解に資するその他の情報
　当連結会計年度においてEastern Green Marketing Pte. Ltd.及びAlamanda 
Singapore Pte. Ltd.に係る固定資産について、使用価値を回収可能価額として減
損損失892百万円を計上いたしました。
　使用価値は経営者によって承認された各社の事業計画を基礎としており、当該事
業計画には主要顧客であるシンガポール国内のスーパーマーケットの将来の市場動
向や顧客別売上見込み等についての仮定が含まれております。
　これらの見積りにおいて用いた仮定について市場環境が変化した場合や事業計画
の未達により見直しが必要になった場合には、翌連結会計年度において追加の減損
損失を計上する可能性があります。
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受取手形 1,935百万円
売掛金 65,194百万円
契約資産 3,156百万円

建物及び構築物 1,042百万円
土 地 4,176百万円

計 5,219百万円

短 期 借 入 金 2,078百万円
長 期 借 入 金 366百万円

計 2,445百万円

建物及び構築物 96百万円
土 地 835百万円
投 資 有 価 証 券 476百万円

計 1,408百万円

三興美比斯（北京）商貿有限公司 69百万円
（3,000千人民元）

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．顧客との契約から生じた債権及び契約資産の内訳

　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資
産の金額は次のとおりであります。

２．担保資産及び担保付債務
(1) 借入金等の担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

（担保提供資産）

（対応債務）

(2) 取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。

３．有形固定資産の減価償却累計額 105,929百万円
４．保証債務

　下記の会社の金融機関等からの借入に対して保証を行っております。

５．土地再評価法の適用
　「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土
地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布法律第
19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差
額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額をその他の包括利益累計額の「土地再評価差額金」及び「非支配
株主持分」として純資産の部に計上しております。
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再評価を行った年月日 2002年３月31日
同法第10条に定める再評価を行った事業用土
地の当期末における時価の合計額が当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った
場合の当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿
価額の合計額との差額 △20百万円

（うち賃貸等不動産に係る差額 859百万円）

　同法第３条第３項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69号）第16条に規定する地
価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しておりま
す。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 32,991千株 －千株 －千株 32,991千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,392千株 0千株 －千株 2,392千株

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の総数に関する事項

２．自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株の買い取りによる増
加０千株であります。

２．剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等

①　2025年６月27日開催の第112回定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,376百万円
・１株当たり配当額 45円00銭
・基準日 2025年３月31日
・効力発生日 2025年６月30日

②　2025年11月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,529百万円
・１株当たり配当額 50円00銭
・基準日 2025年 9 月30日
・効力発生日 2025年12月11日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になる
もの
2026年６月26日開催の第113回定時株主総会において次のとおり付議いたし
ます。
・配当金の総額 1,988百万円
・１株当たり配当額 65円00銭
・基準日 2026年３月31日
・効力発生日 2026年６月29日
　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

(1) 受取手形、売掛金及び契約資産 67,129 66,485 △644

(2) 投資有価証券 15,367 15,367 －

資産計 82,497 81,853 △644

(1) 長期借入金 6,832 6,825 △7

(2) リース債務 20,203 20,197 △5

負債計 27,036 27,022 △13

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 9,435

Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、設備投資計画に照らして必要な資金を、銀行等金融機関からの
借入により調達しております。一時的な余資は短期的な預金等で運用し、また、短
期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従いリスク軽減
を図っております。また、投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であ
り、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごと
に時価の把握を行っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日で
す。
　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調
達を目的としたものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。

（注）１．「現金及び預金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金で
あること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。

２．「受取手形、売掛金及び契約資産」については、「契約資産」の金額を除外し
て表示しております。

３．長期借入金には短期借入金に含めている１年内返済予定の長期借入金の金額
2,448百万円を含めて表示しております。

４．リース債務は流動負債及び固定負債の金額を合算して表示しております。
５．市場価格のない株式等は、「(2) 投資有価証券」には含まれておりません。当

該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

株式 15,367 － － 15,367

時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形、売掛金及び契約資産 － 66,485 － 66,485

資産計 － 66,485 － 66,485

長期借入金 － 6,825 － 6,825
リース債務 － 20,197 － 20,197

負債計 － 27,022 － 27,022

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場に
おいて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に
関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した
時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ
らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最
も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明
・投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

・受取手形、売掛金及び契約資産
　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、割賦取引に係る売掛金について
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連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価（百万円）

10,604 13,719

は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その金利相当分を加味したその
キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスク及び経費率を加味した
利率により割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類
しております。

・長期借入金、リース債務
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスク
を加味した利率を基に、割引現在価値により算定しており、レベル２の時価
に分類しております。

Ⅶ．賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、宮城県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）
等を有しております。

２．賃貸等不動産の時価等に関する事項
　2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は698百万円（賃貸
収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）、減損損失は9百万円（特別損
失に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は、次のとおりであり
ます。

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり
ます。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社
で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 5,671円53銭
２．１株当たり当期純利益 388円91銭
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用 途 資 産 名 称 及 び 場 所 種 類 減損損失
(百万円)

エネルギー事業 小売店舗等（青森県八戸市他）6件 建 物 等 176

食 料 事 業 小売店舗（宮城県仙台市）2件 建 物 等 41

自 動 車 関 連 事 業 小売店舗（北海道旭川市）1件 建 物 等 195

海 外 ・ 貿 易 事 業 シンガポール 2件 顧 客 関 連 資 産 892

ファーマシー事業 小売店舗（宮城県気仙沼市他）15件 建 物 等 156

賃 貸 資 産 賃貸不動産（神奈川県川崎市）1件 土 地 1

遊 休 資 産 賃貸不動産（福島県須賀川市）1件 土 地 7

Ⅸ．その他の注記
（減損損失）

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失
を計上しました。

　当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産のう
ち、ガソリンスタンドについては１店舗ごと、小売事業については１店舗ごと、そ
れ以外は主として継続的に収支を把握している管理会計上の区分に基づいて区分
し、賃貸資産及び遊休資産については、１物件ごとにグルーピングしております。
　営業活動から生ずる継続した損失の計上、時価の著しい下落等があったため、上
記の資産又は資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
1,471百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物及び
構築物437百万円、土地24百万円、顧客関連資産892百万円及びその他116百万
円であります。
　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定し
ており、正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評価額、路線価による相続税評価
額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用し、使用価値
は将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）12.04％～13.50％
で割り引いて算定しております。

（企業結合）
共通支配下の取引等
当社連結子会社による自己株式の取得
１．取引の概要

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容
結合当事企業の名称　　：仙台トヨペット株式会社
事業の内容　　　　　　：国産車の販売等
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(2)企業結合日
2026年2月27日

(3)企業結合の法的形式
連結子会社による自己株式の取得

(4)結合後企業の名称
変更ありません。

(5)その他取引の概要に関する事項
グループ経営基盤の一層の強化を目的として、仙台トヨペット株式会社は、
非支配株主が保有する自己株式を取得しました。これにより当社グループが
保有する同社の議決権比率は89.5％となります。

２．実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16
日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下
の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しています。

３．連結子会社による自己株式の取得に係る取得原価及びその内訳
取得の対価　現金　790百万円

４．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項
(1)資本剰余金の主な変動要因

連結子会社による自己株式の取得
(2)非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

3,397百万円

Ⅹ．重要な後発事象
該当事項はありません。
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(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計固 定 資 産

圧 縮 積 立 金
別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 8,132 7,266 7,266 2,033 277 22,362 49,637 74,310 △3,320 86,389
事業年度中の変動額

固定資産圧縮
積立金の取崩 － △3 3 － －

剰余金の配当 － △2,906 △2,906 △2,906
当 期 純 利 益 － 6,821 6,821 6,821
自己株式の取得 － － △0 △0
土地再評価差額
金 の 取 崩 － 10 10 10

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ）

－ － －

事業年度中の変動額合計 － － － － △3 － 3,928 3,925 △0 3,924
当事業年度末残高 8,132 7,266 7,266 2,033 273 22,362 53,566 78,236 △3,321 90,314

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当事業年度期首残高 4,288 482 4,771 91,160
事業年度中の変動額

固定資産圧縮
積立金の取崩 － －

剰余金の配当 － △2,906
当 期 純 利 益 － 6,821
自己株式の取得 － △0
土地再評価差額
金 の 取 崩 △10 △10 －

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

1,794 1,794 1,794

事業年度中の変動額合計 1,794 △10 1,783 5,708
当事業年度末残高 6,082 471 6,554 96,868

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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個　別　注　記　表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動
平均法により算定しております）

・市場価格のない株式
移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法又は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建
物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～50年
構築物 15年～40年
機械及び装置  8 年～15年
工具、器具及び備品  6 年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 投資その他の資産（受益者負担金）
定額法によっております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額基準に基づき計
上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の
内容及び履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の
とおりであります。

(1) 一時点での収益の認識（全事業）
当社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、住宅設備機器関係、処方箋
関係等の多岐にわたる商品の販売を行っており、顧客へ商品を引渡した時点で
収益を認識しております。

(2) 一定期間にわたる収益の認識（エネルギー事業、建設関連事業）
①　エネルギー事業（ガスの販売）

エネルギー事業においては、顧客に対しＬＰガス等の販売を行っており、顧
客のガスの使用量に基づき収益を認識しております。

②　建設関連事業（工事契約）
建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供して
おり、工事の進捗度に基づき収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジによっております。なお、為替予約については振当処理の要件を満
たしている場合は、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満た
している金利スワップについては、特例処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
ａ．ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
ｂ．ヘッジ手段：商品スワップ

ヘッジ対象：石油製品等の購入及び販売取引
ｃ．ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ方針

当社は、「輸入取引規程」及び「デリバティブ取引管理規程」に基づき、通常
の営業過程で生じる輸入取引に係る為替変動リスクや石油製品等の価格変動リ
スク及び金利変動リスクをヘッジしております。

・ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャ
ッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、その変動額等を基礎とし
て、ヘッジ有効性を評価しております。
なお、ヘッジの有効性が高い為替予約取引及び特例処理によっている金利スワ
ップについては、有効性の判定を省略しております。
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Ⅱ．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書関係）

　前事業年度において独立掲記しておりました「その他の営業収益」は、当事業
年度より「売上高」に含めることとしております。

Ⅲ．収益認識に関する注記
１．収益を理解するための基礎となる情報

(1) 一時点での収益の認識（全事業）
　当社においては、顧客に対し石油関係、食品関係、住宅設備機器関係、処方箋
関係等の多岐にわたる商品の販売を行っております。
　商品の販売からの収益は、商品の引渡し時点において当該商品に対する支配が
顧客に移転し、当社の履行義務が充足されると判断しており、当該商品の引渡し
時点で収益を認識しております。
　これらの商品の販売による収益は、顧客との契約において約束された対価か
ら、値引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。加え
て当社の顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客
からの別個の財又はサービスに対する支払いである場合を除き、顧客との契約に
おいて約束された対価からその対価を控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重
要な金融要素は含まれておりません。
　なお、主に食料事業の直送取引に関しては、出荷・配送の一連の作業は他の当
事者により行われており、当社は、在庫リスク及び価格裁量権を有していないこ
とから、当該他の当事者により商品が提供されるように手配することが当社の履
行義務であり、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る額か
ら商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。

(2) 一定期間にわたる収益の認識（エネルギー事業、建設関連事業）
①　エネルギー事業（ガスの販売）

　エネルギー事業においては、顧客に対しＬＰガス等の販売を行っておりま
す。
　ガスの販売は、顧客との契約に基づき使用量に応じて顧客へ請求が行われる
ため、一定期間にわたり充足される履行義務であると判断し、顧客のガスの使
用量に基づき収益を認識しております。
　また、ガスの使用量は、毎月の検針によって測定されますが、決算月に実施
した検針日から決算日までに生じた収益については、決算月の日数に対する未
検針日数の割合に基づく日数按分により見積り計上しております。
　当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値
引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務を充足してから主として３カ月以内に受領してお
り、重要な金融要素は含まれておりません。
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②　建設関連事業（工事契約）
　建設関連事業においては、顧客に対し建設工事やリフォーム工事を提供して
おります。
　建設工事やリフォーム工事は、一定期間にわたり充足される履行義務である
と判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を
認識しております。
　当該サービスの提供は、顧客との契約に基づく作業の実施又は工事費用の支
払いによりサービスが移転するため、発生した原価を基礎としてインプットに
基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断
しております。進捗度の測定は、契約ごとに、期末日までに発生した原価が、
見積り総額に占める割合に基づいて行っております。
　当該サービスによる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値
引、割戻等及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
　取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、
重要な金融要素は含まれておりません。

Ⅳ．重要な会計上の見積りに関する注記
（関係会社株式の評価）
１．当事業年度の計算書類に計上した金額

　 関係会社株式 （36,899百 万 円 ）には、子会社であるKamei Singapore Pte. 
Ltd.に係る関係会社株式（12,746百万円）が含まれております。

２．会計上の見積りの内容について理解に資するその他の情報
　Kamei Singapore Pte. Ltd.は、2021年８月にEastern Green Marketing Pte. 
Ltd.及びAlamanda Singapore Pte. Ltd.の株式を取得しておりますが、当事業年
度においてこれらの株式について実質価額までの減損処理を行っているものの、当
該減損処理を考慮してもKamei Singapore Pte. Ltd.株式の実質価額が著しく低下
している状況にないと判断したことから、株式の減損処理は行なっておりません。
　Kamei Singapore Pte. Ltd.株式の評価においてEastern Green Marketing 
Pte. Ltd. 及びAlamanda Singapore Pte. Ltd.の株式の実質価額の評価が重要とな
りますが、当該実質価額は、経営者によって承認された各社の事業計画を基礎とし
ており、当該事業計画には主要顧客であるシンガポール国内のスーパーマーケット
の将来の市場動向や顧客別売上見込み等についての仮定が含まれております。
　これらの見積りにおいて用いた仮定について、市場環境が変化した場合や事業計
画の未達により、見直しが必要になった場合には、翌事業年度において、株式の減
損処理が必要となる可能性があります。
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建 物 51百万円
土 地 1,458百万円

計 1,510百万円

短 期 借 入 金 2,010百万円

建 物 96百万円
土 地 835百万円
投 資 有 価 証 券 476百万円

計 1,408百万円

Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd. 1,442百万円
（11,576千シンガポールドル）

カメイオート株式会社 1,589百万円
カメイオート北海道株式会社 643百万円
　　　計 2,233百万円

Ⅴ．貸借対照表に関する注記
１．担保資産及び担保付債務

(1) 借入金等の担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
（担保提供資産）

（対応債務）

(2) 取引保証金の代用として、担保に供している資産は次のとおりであります。

２．有形固定資産の減価償却累計額 36,316百万円
３．保証債務

(1) 下記の会社の金融機関等からの借入に対して保証を行っております。

(2) 下記の会社の取引上の債務に対して保証を行っております。

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
(1) 短期金銭債権 1,356百万円
(2) 短期金銭債務 868百万円
(3) 長期金銭債務 87百万円

５．土地再評価法の適用
　「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土
地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布法律第
19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差
額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を評価・換算差額等の「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。
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再評価を行った年月日 2002年３月31日
同法第10条に定める再評価を行った事業用土
地の当期末における時価の合計額が当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額を下回った
場合の当該時価の合計額と当該再評価後の帳簿
価額の合計額との差額 △1,454百万円

（うち賃貸等不動産に係る差額 569百万円）

　同法第３条第３項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める地価税法（1991年法律第69号）第16条に規定する地
価税の課税標準の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が
定めて公表した方法により算出した価額に合理的調整を行って算出しておりま
す。
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用 途 資 産 名 称 及 び 場 所 種 類 減損損失
(百万円)

エネルギー事業 小売店舗等（青森県八戸市他）6件 建 物 等 176

食 料 事 業 小売店舗（宮城県仙台市）2件 建 物 等 41

ファーマシー事業 小売店舗（宮城県気仙沼市他）12件 建 物 等 148

賃 貸 資 産 賃貸不動産（神奈川県川崎市）1件 土 地 1

遊 休 資 産 賃貸不動産（福島県須賀川市）1件 土 地 7

Ⅵ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

(1) 売上高 8,216百万円
(2) 仕入高 2,218百万円
(3) その他の営業取引高 3,324百万円
(4) 営業取引以外の取引高 1,623百万円

２．減損損失
　当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しまし
た。

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、事業用資産のうち、ガソ
リンスタンドについては１店舗ごと、小売事業については１店舗ごと、それ以外は
主として継続的に収支を把握している管理会計上の区分に基づいて区分し、賃貸資
産及び遊休資産については、１物件ごとにグルーピングしております。
　営業活動から生ずる継続した損失の計上、時価の著しい下落等があったため、上
記の資産又は資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額375
百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物219百万
円、土地24百万円、その他131百万円であります。
　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定し
ており、正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評価額、路線価による相続税評価
額又は固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出した金額を使用し、使用価値
は将来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト（ＷＡＣＣ）12.04％で割り引い
て算定しております。
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,392千株 0千株 －千株 2,392千株

繰延税金資産
未払事業税 133百万円
共済会等留保金 19百万円
賞与引当金 329百万円
貸倒引当金 1,563百万円
投資有価証券 172百万円
関係会社株式
有形固定資産

1,666百万円
2,976百万円

無形固定資産 282百万円
その他 812百万円

繰延税金資産小計 7,955百万円
評価性引当額 △6,567百万円
繰延税金資産合計 1,388百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,621百万円
固定資産圧縮積立金 △125百万円
その他 △50百万円

繰延税金負債合計 △2,798百万円
繰延税金負債の純額 △1,409百万円
再評価に係る繰延税金負債

土地再評価差額金 △1,710百万円

Ⅶ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株の買い取りによる増加
０千株であります。

Ⅷ．税効果会計に関する注記
　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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１年内 389百万円
１年超 2,027百万円

合 計 2,417百万円

１年内 178百万円
１年超 2,083百万円

合 計 2,261百万円

Ⅸ．リースにより使用する固定資産に関する注記
１．所有権移転外ファイナンス・リース取引（借主側）

(1) リース資産の内容
①　有形固定資産

機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品
②　無形固定資産

ソフトウエア
(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
２．オペレーティング・リース取引（借主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

３．オペレーティング・リース取引（貸主側）
　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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種 類
会社等の
名称又は
氏 名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 連
当 事 者
との関係

取引の内容 取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 カ メ イ
オ ー ト ㈱

仙台市
若林区 80 自 動 車

販 売 業 100.0 資 金 援 助
役員の兼任

資金の貸付 － 長期貸付金
((注)２.) 2,260

利息の受取 18 － －

債務保証
((注)３.) 1,589 － －

保証料の
受 取 11 － －

子会社
カ メ イ
オ ー ト
北 海 道 ㈱

札幌市
豊平区 50 自 動 車

販 売 業 100.0 資 金 援 助
役員の兼任

資金の貸付 － 長期貸付金
((注)２.) 1,930

利息の受取 16 － －

債務保証
((注)３.) 643 － －

保証料の
受 取 4 － －

Ⅹ．関連当事者との取引に関する注記
１．子会社及び関連会社等

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
　資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定し
ております。

２．カメイオート株式会社及びカメイオート北海道株式会社への長期貸付金に対
し、それぞれ1,939百万円、1,151百万円の貸倒引当金を計上しております。ま
た、当事業年度において、それぞれ196百万円、267百万円の貸倒引当金繰入額
を計上しております。

３．取引上の債務に対して保証を行っております。

－ 33 －
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個別注記表

種 類 氏 名
資本金又
は出資金
(百万円)

事 業 の
内 容
又は職業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役　員 亀 井 文 行 －

当 社
代表取締役
会 長 C E O
カ メ イ
不 動 産 ㈱
代表取締役
社 長 被所有

直接8.20

－ － 事 務 所
賃 借 料 31 － －

当 社
代表取締役
会 長 C E O
(公財)カメ
イ社会教育
振 興 財 団
理 事 長

－ － 運営資金
等の寄付 105 － －

役員の
近親者 亀 井 昭 伍 －

当 社
相 談 役
(公財)亀井
記 念 財 団
理 事 長

被所有
直接3.31 － － 運営資金

の 寄 付 10 － －

２．役員及び個人主要株主等

（注）１．上記のカメイ不動産株式会社、公益財団法人カメイ社会教育振興財団及び公益
財団法人亀井記念財団との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
①　カメイ不動産株式会社との取引は、役員及びその近親者が議決権の過半数を

所有している会社との取引に該当しております。
②　事務所賃借料は近隣の賃料を参考にして、同等の価格によっております。
③　公益財団法人カメイ社会教育振興財団への寄付は、同財団よりの寄付要請に

よるものであります。
　なお、この取引は2025年２月25日の取締役会において承認されておりま
す。

④　公益財団法人亀井記念財団への寄付は、同財団よりの寄付要請によるもので
あります。
　なお、この取引は2025年２月25日の取締役会において承認されておりま
す。

Ⅺ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,165円70銭
２．１株当たり当期純利益 222円94銭

Ⅻ．重要な後発事象
　該当事項はありません。

－ 34 －


